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　現在、慢性腎臓病の患者さんは全国で 1,33０

万人以上とされ、予備軍も含めると2,000 万人に

もなるといわれています。慢性腎臓病を放置する

といつの間にか腎臓が悪化し透析を受けなければ

ならない事になります。そのため、いかに早く見

つけるかが極めて大事な事になります。

　慢性腎臓病の原因としては次のような
ものがあります。

糖尿病（最近一番多い原因です）　

腎炎（何回も扁桃腺炎などにかかるなど）

高血圧（最近増えています）

メタボリック（高コレステロール）

　腎臓病は初期には症状が出ませんので、

早期発見には定期的な検診検査が必要です。

　検査では、身体的変化の確認（むくみ、体重

の増加）、尿検査により蛋白、糖、潜血などが出

ていないか、血液検査の結果（血中クレアチニン

値（Cre）、尿素窒素値（BUN）、電解質）など

をチェックします。特に尿検査で尿蛋白は陰性で

あることが正常です。

もし、陽性なら何らかの異常を疑うべきです。

『 慢性腎臓病にならないために 』

町立医療施設の敷地内は全面禁煙です。ご理解とご協力をお願いします　京丹波町病院　電話 0771-86-0220

　さて、検査方法の近況について２点。

　一つ目は、※1シスタチンCが Creよりも鋭敏な腎

機能指標になり得るとして注目されています。Cre

に比べて栄養状態や年齢、性別に影響を受けにく

く、早期の腎機能低下マーカーとして注目されてい

ます。二つ目は、日本腎臓学会では、「推算糸球体

濾過率（eGFR）」による判定を推奨し、普及を図っ

ています。この値は、病院などでの血液検査でも

日常的に調べていますので、いつでも判定できます。

　最後に、腎不全の程度は eGFR の値により５段

階に分類されます。

　第１から第３段までは、尿検査異常や軽度の

Cre 値上昇などを認めますが、電解質異常は軽度

で自覚症状が無いことが多いです。第４段階になり

ますと、Cre 値が２mg/dl 以上で軽度血液が酸性

に傾きます。薬剤の排世障害による蓄積も注意す

る必要があります。第５段階になりますと、末期腎

不全状態で透析の導入となってきます。高度の尿

素窒素血症、貧血、酸性血症、電解質異常、高

血圧となり、尿毒症症状を示し、生命に危険がお

よぶ場合も多いです。

　このため、早期に尿と血液検査を受けて、早く腎

臓病の可能性のある人を見つける必要が有りますの

で、いつでも病院にご相談いただければと思います。
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架空請求ハガキに
関する相談が

多く寄せられています

『消費生活相談窓口』
京丹波町では、消費生活に関する相談や情報提供をお受けしています。

消費生活に関する連絡・相談先

京丹波町消費生活相談窓口
電　話：０７７１-８２-３８０３
相談日：水・木曜日

南丹市商工観光課内
電　話：０７７１-６８-０１００
相談日：月・火・金曜日

南丹市の相談窓口も
ご利用いただけるよう
になりました !!

消費料金に
関するハガキは無視！
〈相談例〉
　「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」
と書かれた保護シール付のハガキが届いた。驚い
て電話をしたら詳しい内容は弁護士からしてもらう
と言われ、弁護士を紹介された。弁護士と名乗る

男性から「訴訟取り下げ料」として30 万
円を請求され、指示に従いコンビニでプリペイ
ドカードを買い、書かれている番号を電話で伝えた。

〈注意〉
●「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」
と書かれたハガキが届いても、電話をしてはい
けません。架空請求は消費者を完全に特定して
送っているわけではありません。名簿業者から購
入した名簿を基にハガキを送り、「最終通告」「訴訟」
「強制執行」といった言葉で不安にさせ、驚いて電
話をかけてきた人に高額な金銭を要求します。

●「取り下げ等のお問い合わせ相談窓口」に電
話をするとこちらの電話番号が知られ、その情
報を元にさらに金銭を要求されることもあります。

心当たりがなければ決して電話をしてはい
けません。
●裁判所から届く書類（訴状）は「特別送達」と
記載された封書で届き、郵便局員による手渡しが
原則です。

ハガキで届くことは絶対ありません。

すぐに消費生活相談窓口か、
最寄りの警察にご連絡ください。
＊参考のため、実際のハガキの文面を掲載します。

❶「貴方の利用されておりました契約会社、
　 もしくは運営会社側」
     （具体的な事業者名や商品名の記載がない。）

❷「万が一、身に覚えのない場合は、
　 至急連絡をしてください」
   「訴訟取り下げ最終期日　○月○日」
     （到着後すぐの期日…至急電話をするように促す）

❸「法務省管轄支局」「民事訴訟○○センター」
     （公的機関のような名称。法務省とは一切関係がありません。）

こ
ん
な
言
葉
が
あ
っ
た
ら
要
注
意
！

１人で悩まず、お気軽にご相談ください。

国保京丹波町病院　   　趣味：剣道（錬士六段の腕前）

へん  とう  せん えん

すい さん   し きゅう たい

ろ     か  りつ

※１ シスタチンC…血中に含まれる成分で、血液検査項目の一つ
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